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Ⅱ．立入検査の結果等について 
                                                                          （１/２）  

  
  改 善 す べ き と 指 摘 し た 主 な 事 項 

 
 関係条文 

 業務主任者の
 職      務 
 (規則第２４条)

  １    保安業務を行う保安機関が変更になっているにもかかわ 
 らず「販売所等変更届」を行っていない。 

 第８条  １号職務 

  ２    法第１４条に基づく書面を、交付していない。  第１４条  ２号職務 

  ３    法第１４条書面について、保安業務を行う保安機関の名 
 称、住所、連絡方法を誤って記載していた、又は住所を記載
 していない。 

 第１４条  ２号職務 

  ４    法第１４条に基づく書面について、保安業務を行う保安機 
 関が変更になっているにもかかわらず、変更の書面を交付 
 していない。 

 第１４条  ２号職務 

  ５    選任された業務主任者について、法で定められた期間を 
 経過しているにもかかわらず講習を受講させていない。 

 第１９条  

  ６    他社の販売事業者から切り替えたとき、「供給開始時点 
 検・調査」を行っていない。 

 第２７条  ５号職務 
 ７号職務 

  ７    規則第３８条ただし書きの消費機器を所有又は占有する 
 消費者に１年に１回以上行う周知を行っていない。 

 第２７条  ７号職務 

  ８    保安業務を他社の保安機関に委託しているにもかかわら 
 ず、「保安業務委託契約書」を締結していない。 

 第２８条  

  ９    緊急時対応業務について、保安機関の事業所又は委託 
 している保安機関の事業所から、３０分以内に到達できない 
 範囲に消費者が所在している。 

 第３１条  

 １０    供給開始時点検調査を実施していない。  第２７条 
 第３４条 

 ５号職務 
 ７号職務 

 １１    定期供給設備点検・消費設備調査について、法で定めら 
 れた期間を超えて実施していた。 

 第３４条  ５号職務 
 ７号職務 

 １２    定期供給設備点検・消費設備調査について、法で定めら 
 れた期間を超えているにもかかわらず実施していない。 

 第２７条 
 第３４条 

 ５号職務 
 ７号職務 

 １３   地盤面下に埋設した供給管又は配管（亜鉛メッキを施した 
 もの又は亜鉛メッキを施した供給管に防しょくテープを施し 
 たもの）について、１年に１回以上の漏えい試験を行ってい 
 ない。 

 第３４条  ５号職務 
 ７号職務 

 １４    漏えい試験で、圧力が降下するなど不適格が認められた 
 にもかかわらず「適合」としていた。 

 第３４条  ５号職務 
 ７号職務 

 
 



                                                                          （２/２）  

   改 善 す べ き と 指 摘 し た 主 な 事 項  関係条文  職      務 
 (規則第２４条)

 １５    法第３８条の３に基づく「液化石油ガス設備工事届」を行 
 っていない。 

 第３８条 
 の３ 

 

 １６   帳簿について、法第１４条に基づく書面を交付した者の氏 
 名、交付年月日を記載していない。 

 第８１条  １０号職務 

 １７    帳簿について、周知を行った者の氏名、周知の年月日等 
 を記載していない。 

 第８１条  １０号職務 

 １８   「液化石油ガス販売事業報告」、「保安業務実施状況報 
 告」を期日内に報告していない。 

 規則 
 第１３２条 

 １０号職務 

 １９    ガスメーターについて、法で定められた有効期限を経過し 
 ているにもかかわらず交換していない。 

 計量法  

 ２０    無償貸与しているガスメーターについて、有効期限を経過 
 しているにもかかわらず交換していない。 

  

 
  （参考） 
  ○業務主任者の職務 （規則第２４条） 
        ① 法第３条第２項第３号から第５号までの事項を変更したときは、遅滞なく、法第８条届出がなさ   
  れるように監督すること。 
        ② 法第１４条の書面を作成し、又はその作成を指導すること。 
        ③ 液化石油ガスの販売の方法が法第１６条第２項の基準に適合し、又は適合して維持されるよう  
   監督すること。 
        ④ 貯蔵施設が法第１６条第１項又は法第３７条の基準に適合し、又は適合して維持されるよう監   
  督すること。 
        ⑤ 供給設備が法第１６条の２第１項の基準（特定供給設備にあっては、法第３７条の基準）に適    
 合し、又は適合して維持されるよう監督すること。 
        ⑥ 法第１８条第１項の規定による保安教育の計画の立案、実施又はその監督を行うこと。 
        ⑦ 法第２７条第１項の保安業務の実施及びその結果を確認すること。 
        ⑧ 法第３６条第１項に規定する貯蔵施設又は特定供給設備が、法第３７条の２第１項の許可を受  
   けないで変更されること及び法第３７条の３第１項の完成検査を受けないで使用されることがな     い

よう監督すること。 
        ⑨ 法第３７条の４第１項に規定する充てん設備が、法第３７条の４第３項において準用する法第３   
  ７条の２第１項の許可を受けないで変更されること、法第３７条の４第４項において準用する法第     ３７

条の３第１項の完成検査を受けないで使用されること及び法第３７条の６第１項の保安検査を     受けない

で使用されることがないよう監督すること。 
        ⑩ 帳簿の記載及び報告の内容について監督すること。 
    ○法第１４条第１項の書面交付を行った場合、帳簿に記載すべき事項 （規則第１３１条第１項） 
        １．書面交付に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所 
        ２．書面交付した者の氏名 
        ３．書面交付の年月日 
        ４．書面の内容 
    ○周知を行った場合、帳簿に記載すべき事項 （規則第１３１条第２項） 
        １．周知に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所 
        ２．周知を行った者の氏名 
        ３．周知の内容 
     ４．周知の年月日 



 
 


